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社会福祉法人 慶友会 

 

《役員報酬規程》 

 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、本法人における役員の報酬に関する事項を定めたものである。 

 

２ この規程に定める事項以外の事項については、法令及び定款あるいは理事会及

び評議員会の決議に従うものとする。 

 

（報酬の決定） 

第２条 役員に対する報酬は、評議員会の決議により定める。 

 

２ 支給額については、別表のとおり定める。 

 

（報酬の変更） 

第３条 報酬を変更しようとするときは、評議員会の決議を経て定める。 

 

（報酬の支給日） 

第４条 報酬の支給日は、毎月２５日とする。 

    ただし、その日が休日、日曜日、または土曜日に当たるときは、その日前におい   

てその日に最も近い日を支給日とする。 

 

（附 則） 

第５条 この規程の改廃を必要とする場合は、評議員会の決議を経てこれを行う。 

 

   ２ この規程は、平成１５年１月２８日から施行する。 

 

    附則     

       平成１７年 ４月 １日 改正 

       平成２２年 ４月 １日 改正 

        平成２９年 ４月 １日  改正 

 

 

 

 



 

 

別表 

 

 

 

理事長報酬 

 

 月額 ／    ３００，０００円 

 年額 ／  ３，６００，０００円, 

  

  

業務内容 

   ・施設長等打合せ【社福戦略会議】（ 週／２回《火・金》 ） 

・業務実績評価 

・予算執行管理（ 月／３回 ） 

・人員・組織体制のマネジメント 

・諸帳簿、資料などの点検 

・年度計画の策定 

・施設内点検 

   ・全般指導 

 

 

 

監事報酬 

 

 年額 ／     ４０，０００円, 

   

（監事監査 １０,０００円×年／４回） 

  

 

 

 

※ 理事の報酬については、内閣府令で定められる民間事業者の役員の報酬及び従業員の

給与、当該法人の経理の状況、その他の事情を考慮して不当に高額なものにならない

こととすることから、国税庁実施の民間給与実態統計調査における役員平均年収額を

参考とする。 

 

※ 参考 国税庁実施 民間給与実態統計調査 

（平成２５年度） 

全国平均（全体４５１万人）  ６１３万円 （月額 ５１万円） 

 

（平成２６年度） 

全国平均（全体４６２万人）  ６０７万円 （月額 ５０万円） 

 

（平成２７年度） 

全国平均（全体４３９万人）  ６２９万円 （月額 ５２万円） 


